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２. ２０２２年度 両立支援シンポジウムのご案内

１. ご挨拶

日頃は、当センターの治療と仕事の両立支援事業に格別のご理解・ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
この度、治療と仕事の両立支援に係る様々な情報をご提供できればと思い、両立支援だよりを発行しております。
ご一読頂き、近況や御意見をお聞かせ頂ければ幸いです。

事 前 配 信
★基調講演
EY Japan株式会社 ディレクター-Diversity,Equity＆Inclusiveness担当 梅田 惠氏
ダイバーシティ＆インクルージョン社会の実現に向けて～治療と仕事の両立を考える～

トークセッション・・・『治療と仕事の両立に必要なこと』
ファシリテーター 一般社団法人 CSRプロジェクト 理事 大津 真弓氏
トークゲスト

日本難病・疾病団体協議会（JPA）常務理事 辻 邦夫氏
トランスコスモス株式会社 DM・EC・CC統括 MC５部３課 アシスタントマネージャー 能勢 謙介氏

ラ イ ブ 配 信
★ 医 療 機 関 向 け シ ン ポ ジ ウ ム

2022年12月15日(木)13:30～15:30
パネリスト
株式会社 フレスタホールディングス
執行役員 グループ管理本部 本部長 渡辺 裕治氏
岡山大学病院
総合患者支援センター 医療ソーシャルワーカー 石橋 京子氏
社会医療法人博愛会相良病院 院長 相良 安昭氏

ファシリテーター
労働者健康安全機構 中国労災病院
治療就労両立支援センター所長 豊田 章宏氏

★ 企 業 向 け シ ン ポ ジ ウ ム

2022年12月19日（月）13:30～15:30
パネリスト
株式会社 デンソーFA山形 執行職 阿部 浩氏
株式会社 大丸工務店 常務取締役 大和田 諒氏

総務部長 畠 善弘氏
君津中央病院 患者総合支援科長 保坂 真紀氏

ファシリテーター
産業医科大学病院 就学・ 就労支援センター 副センター長 立石 清一郎氏

11月22日（火）
より配信

参加方法など
詳細はこちら

ポータルサイト「治療と仕事の両立支援ナビ」

厚生労働省による両立支援広報事業として、シンポジウムが開催されます。
2022年度は「トライアングルで支える治療と仕事の両立」をテーマとして、オンライン配信により開催されます。
内容としては、基調講演、トークセッション、事例発表・パネルディスカッションが行われます。参加は無料です。

～ダイバーシティ＆インクルージョン社会の実現に向けて～

ト ラ イ ア ン グ ル で 支 え る
「 治 療 と 仕 事 の 両 立 」

治療 両立ナビ



担当者：産業保健専門職 福田
℡ :  089-915-1911
Mail  :  
sangyou-senmon@ehimes.johas.go.jp

治療と仕事の両立支援を担当して
います。相談対応やセミナーの開
催など様々なご要望にお応えしま
す。今後とも宜しくお願い致します。

治療と仕事の両立支援でお困りの方がいらっしゃいましたら、
ぜひ当センターまで御相談下さい。
仕事を休む場合、お金はどうなるの？
会社にはどのように連絡すれば良いのか？
復職できるか心配… など当センターの社会保険労務士や保健師がお答え致します。

〇 ぜひご相談下さい

傷 病 手 当 金 に つ い て
患者様からのご相談では「お金」に関する内容が多くあるため、

この度「傷病手当金」についてまとめております。ぜひご確認下さい。
傷病手当金とは？
傷病手当金とは、病気休業中に健康保険の被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が
病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

いくらもらえるの？
1日当たりの金額： 【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】 ÷30日 ×(2/3)

※「標準報酬月額」は、報酬を段階（等級）ごとに区分した、いわば「計算上の仮の報酬」です。給与明細を確認するか、もしくは会

社の給与担当者に照会することによって把握することができます。
支給される条件
１ 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
２ 仕事に就くことが出来ないこと
３ 連続する３日間を含み４日以上仕事に就けなかったこと

４ 休業した期間について給与の支給がない又は減額されていること

支給される期間
令和４年1月1日より、支給を開始した日から通算して１年６ヶ月に変わりました。
この制度改正により、長期間にわたり療養しながら働くがん患者さんなど、休職と復職を繰り返す場合でも、十分な補償が受
けられ、安心して働き続けることができるようになりました。

申請方法
加入している健康保険によって異なります。

協会けんぽ： 全国健康保険協会各都道府県支部
健保組合や共済組合： 加入組合によって異なります。勤務先の担当者に問い合わせてください。
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